
　【主な改編内容】

　【主な改編内容】

　【主な改編内容】

政策秘書課

　・　「地域振興課」内の政策推進部門と、「地域創生室」を「経営戦略部」へ移管する。
　・　「地域交通係」と「市民協働推進課」を「市民生活部」へ移管する。
　・　「ＩＣＴ推進課」を「総務部」へ移管する。
　・　「国際交流係」を「産業経済部」へ移管する。

システム管理係 総 務 部 へ

スマートシティ推進係

市民協働推進課 協働推進係
市民生活部へ

地域組織係

地域創生室 地域創生係 経営戦略部へ

ＩＣＴ推進課 情報政策係

地域交通係 市民生活部へ

国際交流係 産業経済部へ

スマートシティ推進係

　・　「職員課」を「職員厚生課」に改称する。
　・　ＩＣＴを活用した行政改革を推進するため、「ＩＣＴ推進課」を「総務部」へ移管する。

【　現　　行　】 【　改　　正　】

企画情報部 地域振興課 政策推進係 経営戦略部へ

人事研修係 職員厚生課（新設） 人事研修係

給与厚生係 給与厚生係

システム管理係

　・　「政策秘書課」を「秘書課」に改称する。

【　現　　行　】 【　改　　正　】

総務部

　　「政策企画課」を設置する。

ＩＣＴ推進課 情報政策係

職員課

政策企画係経営戦略部 政策企画課（新設） 政策企画係（新設）

政策推進係（新設）

地域創生室 地域創生係

公共施設マネジメント
推進係（新設）

新しい時代への対応とスピード感のある市役所をめざして！！
～ 市役所の組織の見直しを行いました ～

　「平成」が終わり、新たな時代へ移り変わっていく社会・経済情勢において、地方公共団体は、多様な行政課題等に迅速かつ
的確に対応していくことが求められています。
　このような中、本市においては、現行組織の定着化を図りつつ、更なる市政の進展に向け、子育て支援部門の拡充、市民生
活部門の強化を図ることとし、スピード感を持って本市の将来を見据えた施策を展開していくために、組織機構の見直しを行い
ました。
　主な改編内容は次のとおりです。（主な変更箇所を示しており、組織の全体を掲載したものではありません）
　全体の組織機構図は、市のホームページ　http://www.city.saijo.ehime.jp　に掲載しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ：市庁舎本館職員厚生課　ＴＥＬ０８９７－５２－１２０８

【　現　　行　】 【　改　　正　】

秘書係 秘書課（新設） 秘書係

　・　スピード感を持って各施策を展開していくため、「政策企画係」と「政策推進係」を統合し、「公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進係」を新設し

　・　「地域創生室」を「政策企画課」の課内室とする。



　【主な改編内容】

　【主な改編内容】

　【主な改編内容】

　・　「地域振興課」内に「地域振興係」を設置する。
　・　「移住推進課」を設置し、定住人口の増加を図る。
　・　「人権教育課」を市長部局へ移管し、「人権対策係」と統合し「人権擁護課」を設置する。

登録管理係

年金係

生活相談係

人権擁護課（新設） 人権擁護係（新設）

　・　地域の主体性及び連携を強化するため「市民生活部」を設置し、市民協働、市民相談部門を集約する。

移住推進課（新設） 移住推進係（新設）

市民協働推進課 協働推進係

地域組織係

市民生活課 市民係

　・　「こども健康部」は「子育て支援課」、「保育・幼稚園課」、「健康医療推進課」、「スポーツ健康課」に再編する。
　・　子育て世代のニーズに対応するため、「保育・幼稚園課」を設置する。

【　現　　行　】 【　改　　正　】

市民生活部
（新設） 地域振興課 地域振興係（新設）

地域交通係

　・　「保健福祉部」を「福祉部」と「こども健康部」に再編する。
　・　「福祉部」は「社会福祉課」、「長寿介護課」、「包括支援課」、「国保医療課」に再編する。
　・　喫緊の課題である高齢者対策を講じるため、包括支援部門の強化を図る。

女性係 女性係

保育・幼稚園係 保育・幼稚園課（新設） 保育・幼稚園係

国保医療課 国保係

医療係

こども健康部
（新設）子育て支援課 子育て企画係 子育て支援課 子育て企画係

子育て支援係 子育て支援係

事業所指導係 事業所指導係

介護認定給付係 介護認定給付係

包括支援係 包括支援課（新設） 包括支援係

高齢介護課 長寿・いきがい対策係 長寿介護課（新設） 長寿・いきがい対策係

介護総務係 介護総務係

総務福祉係

障がい者福祉係 障がい者福祉係

援護係 援護係

人権対策係 市民生活部へ

【　現　　行　】 【　改　　正　】

保健福祉部
福祉部
（新設）

社会福祉課 総務福祉係 社会福祉課

債権管理対策室 債権管理対策係 課 内 室 へ 債権管理対策室 債権管理対策係

　・　「債権管理対策室」を「納税課」の課内室とする。

財務部 納税課 納税第1係 納税課 納税第1係

納税第2係 納税第2係

【　現　　行　】 【　改　　正　】



　【主な改編内容】
　・　「市民環境部」を「環境部」に改称し、「環境課」、「衛生課」、「下水道業務課」、「下水道工務課」、「水道業務課」、「水道工務課」に
　　再編し、関係部門の連携強化を図る。
　・　「環境衛生課」を「環境課」と「衛生課」に再編し、専門性の高いきめ細かな業務を行う。

　【主な改編内容】
　・　「産品価値創造課」を「産品販路開拓課」に改称する。
　・　「観光産業創造室」を「観光振興課」の課内室とする。
　・　本市と関係を深めてきた海外都市との更なる交流を推進し、観光戦略の相乗効果を図るため、「国際交流推進室」を「観光振興課」
　　の課内室とする。

　【主な改編内容】
　・　「農業水産課」を「農水振興課」に改称する。

【　現　　行　】 【　改　　正　】

農林水産部

上下水道部 下水道業務課

下水道業務係

下水道工務課

観光推進係

産品価値創造課 産品価値創造係

産業経済部

水道業務課

観光振興課

登録管理係

年金係

生活相談係

環境係

衛生係
衛生課（新設）

国際交流推進室

農業振興係（新設）

漁政係 漁業振興係（新設）

農林土木課

農業水産課 農政係 農水振興課（新設）

国際交流係

農林土木課 農林土木第1係 農林土木計画係（新設）

施設経営係 施設経営係

観光産業創造室 観光産業創造係 課 内 室 へ 観光産業創造室 観光産業創造係

観光振興課 観光推進係

【　現　　行　】 【　改　　正　】

産業振興課 産業振興課

産品販路開拓課（新設） 産品販路開拓係（新設）

観光戦略係

水道工務第２係

水道料金係

水道工務課

水道工務第２係

水道工務課

水道業務課 水道総務係水道総務係

水道料金係

下水道維持係

水道工務第１係水道工務第１係

下水道工務課 下水道建設係下水道建設係

下水道維持係

医療係

下水道業務課 下水道総務係下水道総務係

下水道業務係

環境部へ

国保医療課 国保係

道前クリーンセンター
施設整備室

道前クリーンセンター
施設整備係

道前クリーンセンター
施設整備室

道前クリーンセンター
施設整備係

市民生活課 市民係

市民生活部へ

衛生係
衛生施設係

衛生施設係

【　改　　正　】

環境衛生課 環境係 環境課（新設）市民環境部
環境部
（新設）

【　現　　行　】

農林土木第2係 農林土木事業係（新設）

農林土木管理係（新設）

福祉部へ



　【主な改編内容】
　・　「出納室」を「会計課」に改称する。

　【主な改編内容】
　・　東消防署、西消防署内の係を再編する。

　【主な改編内容】
　・　「人権教育課」を「市民生活部」へ移管する。

　【主な改編内容】
　・　各総合支所の「出納分室」を「会計課分室」に改称する。

消防 予防課 予防課

出納室 審査係 会計課（新設）

【　現　　行　】

社会教育課

人権教育課 人権教育係 市民生活部へ

【　改　　正　】【　現　　行　】

東消防署

小松
総合支所 出納小松分室 出納係 会計課小松分室

丹原
総合支所 会計課丹原分室出納係

出納係

人権対策係 市民福祉課 人権擁護係（新設）

出納東予分室 出納係 会計課東予分室 出納係

出納丹原分室 出納係

市民福祉課

【　現　　行　】 【　改　　正　】

教育委員
会管理部

教育総務課 教育総務課

【　現　　行　】 【　改　　正　】

社会教育課

東予
総合支所

審査係

出納係 出納係

予防係

危険物係

【　改　　正　】

消防設備指導係（新設）

予防係

危険物係

第1消防庶務係（新設）

第2消防予防係（新設）

第2消防庶務係（新設）

第1救急救助係（新設）

第1消防装備係（新設）

第1救助係

第1消防係

西消防署

第1消防予防係（新設）

第3消防係

第2救急係

第2救助係

第2消防係

第1救急係

第3消防装備係（新設）

第3消防予防係（新設）

第3消防庶務係（新設）

第2救急救助係（新設）

第2消防装備係（新設）

第3救急救助係（新設）

東消防署

西消防署

第3救急係

第3救助係


